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 高額療養費とは、同一月（1 日から月末まで）にかかった医療費の自己負担額が高

額になった場合、自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。 

 自己負担限度額については、以下のとおりです。 

①70歳未満の方（自己負担額が21,000円を超える医療費分を合算して計算） 

所得要件 

（旧ただし書き所得※） 
限度額 多数回該当※2 

ア 901 万円超 252,600 円+(総医療費-842,000 円)×1％ 140,100 円 

イ 600 万円超～901 万円以下 167,400 円+(総医療費-558,000 円)×1％ 93,000 円 

ウ 210 万円超～600 万円以下 80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1％ 44,400 円 

エ 210 万円以下 57,600 円 44,400 円 

オ 住民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円 

※「旧ただし書き所得」＝ 総所得金額から基礎控除(所得金額により変化)を引いた所得 
※2「多数回該当」＝高額療養費の支給が過去 12 か月以内に 4 回以上になったときの 4 回

目からの限度額 

②70 歳以上 75 歳未満の方 

所得要件（課税所得） 
限度額 

（個人単位外来） 

限度額 

（世帯単位入院含） 
多数回該当 

現役 

並み 

所得者 

Ⅲ 690 万円以上 252,600 円+(総医療費-842,000 円)×1％ 140,100 円 

Ⅱ 380～690 万円未満 167,400 円+(総医療費-558,000 円)×1％ 93,000 円 

Ⅰ 145～380 万円未満 80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1％ 44,400 円 

一般 145 万円未満 18,000 円 57,600 円 44,400 円 

低所 

得者 

Ⅱ 住民税非課税 8,000 円 24,600 円  

Ⅰ 
住民税非課税 

（所得が一定以下） 8,000 円 15,000 円  

 

 高額療養費に該当した場合は、国保医療係から案内を送らせていただきます。申請

の際は振込先口座の確認が必要になりますので、通帳等をご持参ください。 

 なお、入院などで事前に高額な医療費がかかることが分かった場合は、「限度額適

用認定証」の発行手続をしておくと、限度額を超える請求はされなくなります。限度

額適用認定証の発行については、国保医療係へお問い合わせください。マイナ保険証

をご利用の方は、合わせて限度額の確認も出来るので、必要ありません。 

 

～今回のテーマ：高額療養費について～ 



   【 国保医療係からのお知らせ 】 

 心臓に何らかの障害が起き、血液の循環不全が引き起こされる病気を心

疾患といいます。心疾患は日本人の死因の第２位、特に心筋梗塞は、突然

死の最大の原因といわれています。 

 生活習慣病が原因の心疾患に「虚血性心疾患」があります。これは血管

の動脈硬化などにより、心臓を動かしている心筋に酸素や栄養が行き渡ら

なくなる疾患で、代表的な症状に「狭心症（心筋への血液不足により胸に

痛みを引き起こす）」「心筋梗塞（血管が詰まり、胸に激しい痛みが生じる）」

があります。なお、高齢者や糖尿病の方などは、これらが発症しても痛み

を感じない場合もあるため、特に注意が必要です。 

 虚血性心疾患は動脈硬化が原因となる場合が多いことから、その 

予防には、①食べ過ぎ・飲み過ぎを控える（エネルギーを 

摂りすぎない）、②適度な運動をする（エネルギーを使う）、 

③たばこを吸わないなど、生活習慣を見直し、改善すること 

が重要です。 

虚血性心疾患の発症を予防するためには、日ごろから健診を受ける習慣

をつけ「自分の健康状態を知る」ことが大切です。１年に１度は健康診査

を受け、生活習慣を見直すことで、安心で健康的な生活を続けましょう。 

 

 
・令和６年 12 月 2 日以降、「国民健康保険証」は「資格確認書」へ変更になりまし

た。令和 7 年 7 月下旬に、マイナンバーカードの保険証利用登録状況に合わせて、

資格確認書または資格情報のお知らせをお送りしております。 

・マイナ保険証の利用登録の解除を希望される方は、役場国保窓口でご申請ください。 

 

 
 






